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１．教師の奨学金返還免除に係る提言等



〇経済財政運営と改革の基本方針2023（令和5年6月16日）
第４章 中⾧期の経済財政運営

５．経済社会の活力を支える教育・研究活動の推進
（質の高い公教育の再生等）

教職の魅力向上等を通じ、志ある優れた教師の発掘・確保に全力で取り組む。教師が安心して本務に
集中し、志気高く誇りを持ってこどもに向き合うことができるよう、教員勤務実態調査の結果等を踏まえ、
働き方改革の更なる加速化、処遇改善、指導・運営体制の充実 、育成支援（※）を一体的に進める。

※心理・福祉等の特定分野における強みなど多様な専門性を有する教職員集団 の構築に向けた免許制度
改革、大学と教育委員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に係る速やかな
検討、特別免許状等の活用を含む教師の養成・採用、⾧期間職務を離れた者を含む高度専門職としての
学びやキャリア形成の充実を含む研修・研さん機会の高度化等の一体的改革の推進。
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教師の奨学金の返還免除について（提言等抜粋）

〇教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策（提言）～教師の専門性の向上と持続可能な教育

環境の構築を目指して（中央教育審議会初等中等教育分科会 質の高い教師の確保特別部会）(令和5年8月28日)

３．持続可能な勤務環境整備等の支援の充実
(4) 教師のなり手の確保
○ 質の高い教師を確保するためには、更なる働き方改革の推進、処遇改善、指導・ 運営体制の充実の一体的

な推進が必要であり、今後、環境整備の在り方について 丁寧に議論を深めていく必要がある。これに加え、国にお
いて、教師のなり手を新たに発掘するための教育委員会と大学・民間企業等との連携・協働による教職の魅力発
信や、学校における人材需要と入職希望者のマッチングの効率化や入職前研修等を行う取組への支援、骨太方
針2023に示された「大学と教育委員会による教員養成課程の見直しや地域枠の設定、奨学金の返還支援に
係る速やかな検討」を進める必要がある



〇令和の教育人材確保実現プラン（提言）（自由民主党 令和の教育人材確保に関する特命委員会）

（令和5年5月16日）
加えて、優れた人材が教職に就くよう学生の教職への魅力を高める観点から、教師として一定期間以上勤務した

場合に、奨学金の返還を免除・軽減する仕組みの構築に向けて取り組む必要がある。

〇令和６年度予算概算要求等に向けた重点政策提言（公明党文部科学部会）（令和5年8月8日）
大学、短大等の教職課程等を修了しかつ教員普通免許を有し、または、教員特別免許状を付与された者で、
幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高校、中等教育学校、特別支援学校等において、非常勤講師、講師、
助教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、教頭、副校⾧、校⾧として、15年以上奉職した者については第Ⅰ種奨学金
を全額免除すること。
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〈旧制度:教育・研究職による免除の概要〉

１．免除対象職
〇幼稚園、小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学等において教育の職にある者
〇文部科学大臣の指定する国、地方公共団体、独立行政法人、財団法人等の研究所において、
研究の職にある者（大学院で奨学金の貸与を受けた者に限る）

２．免除額
〇１５年以上勤務した場合は、全額免除
〇５年以上勤務した場合は、勤務期間に応じて一部免除

３．返還免除制度の改正の経緯
〇昭和２８年度 教育（小学校、中学校教師）・研究職の返還免除制度の設立
〇昭和３６年度 高等学校、高等専門学校、大学等の教師が免除職に追加
〇昭和４０年度 幼稚園の教師が免除職に追加

日本学生支援機構（旧 日本育英会）教育・研究職の返還免除制度について
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過去の教育職の返還免除制度に係る経緯等について
１．制度創設時（昭和20年代後半頃）の経緯

教員養成学部への進学者を増やし、有資格者を安定的に供給できるようにすることが目的

 S22に新学制が実施、教師の需要が増大したが、有資格教員が不足。助教諭相当の教員が全教員数の約4分の１（S25）
 師範学校等への入学希望者が激減。その後、教員養成大学・学部が発足したが、志願者数が少なかった。

（S29の大学進学率は約８％）
 教育職員免許法が施行(S24)。大学に2年課程の設置や都道府県に臨時教員養成所を設置し、有資格者の供給を増加。
 教育学部への誘導策として、S28から義務教育職に就いたときは、奨学金の全部又は一部を在学年数、就職状況によって

免除する制度が開始

２．返還免除制度廃止時(平成10年頃)の経緯

教育職の返還免除については、次のような理由を根拠に廃止

①教員の採用倍率の改善（教職を希望しながら採用されない者の増加）
 公立学校教員の採用倍率は、（返還免除制度があっても）H3に3.7倍まで低下。

その後上昇に転じ、H９では8.8倍まで回復
②教員を優遇することに対する公平性

 S49に人材確保法が成立し、給与水準は向上。（H13～17の平均を見ると、一般行政職の給与と比べて＋2.76％）
 教員として採用された者のうち返還免除の対象となっているのは2割程度

※なお、現在の大学進学率は56.6％(R4)まで上昇
③奨学金に充てる資金の効率的運用

 今後の奨学事業の充実のために資金の効率的な運用が必要
（H11には教育費の負担軽減策として有利子奨学金の対象が大幅に拡充）

 H10当時、高度の専門性を持つ教員養成の観点からは大学院は維持が必要として、学部の返還免除を廃止
（大学院はH16に廃止） 5
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学部段階まで含めて
奨学金返還免除制度があった期間

大学院のみ奨学金返還免
除制度があった期間

大学院段階の業績
優秀者を対象とした
返還免除制度の実施

公立学校教員採用選考試験の受験者数等の推移（総計）
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２．大学生等に対する奨学金について



現在の大学生等に対する奨学金等の修学支援制度について
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高等教育の修学支援新制度（授業料等減免・給付型奨学金）:5,311億円
※国・地方の所要額 :5,764億円

授業料等減免【国等が各学校に交付】
○ 各大学等が、以下の上限額まで授業料等の減免を実施。
（授業料等減免の上限額（年額）（住民税非課税世帯））

私立国公立

授業料入学金授業料入学金

約70万円約26万円約54万円約28万円大学

約62万円約25万円約39万円約17万円短期大学

約70万円約13万円約23万円約８万円高等専門学校

約59万円約16万円約17万円約７万円専門学校

給付型奨学金【日本学生支援機構が各学生等に支給】

○ 学業に専念するため、必要な学生生活費を賄えるよう措置。
（給付型奨学金の給付額（年額）（住民税非課税世帯））

自宅生 約35万円、自宅外生 約80万円国公立 大学・短期大学・専門学校

自宅生 約21万円、自宅外生 約41万円国公立 高等専門学校

自宅生 約46万円、自宅外生 約91万円私立 大学・短期大学・専門学校

自宅生 約32万円、自宅外生 約52万円私立 高等専門学校

個人要件

○進学前は成績
だけで否定的な
判断をせずレポ
ート等で本人の
学修意欲を確
認

○大学等への進
学後の学修状
況に厳しい要件

機関要件
（国等による要件
確認を受けた大学
等が対象）

○学問追究と実
践的教育の
バランスが取れ
た大学等

○経営課題のあ
る法人の設置
する大学等は
対象外

（既存の給付型奨学金を受けている者は原則、新制度へ移行するが、移行が
できない場合には卒業まで経過措置をとる。）

【対象の学校種】大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
【 対象の学生 】住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生等

（準ずる世帯の学生等には2/3又は1/3を支援）
【 財 源 】消費税による財源を活用

（少子化に対処するための社会保障関係費としてこども家庭庁に予算計上、文部科学省で執行）

有利子奨学金無利子奨学金区分

69万3千人50万3千人貸与人員

5,949億円
※財政融資資金 5,869億円2,957億円事業規模

学生等が選択
（大学等の場合）

２～１２万円の１万円単位

学生等が選択
（私立大学自宅通学の場合）
２、３、４、５.４万円

貸与月額

①平均以上の成績
②特定の分野において特に優秀
な能力を有する

③学修意欲がある

・高校評定平均値
３.５以上（予約採用時） 等
＜住民税非課税世帯の学生等＞
・成績基準を実質的に撤廃

学
力貸与

基準

令和5年度
採用者

私大自宅・給与所得・４人世帯の場合（目安）
※家計基準は家族構成等による家

計
約１,１４０万円以下約８００万円以下

卒業後２０年以内
（元利均等返還）

卒業後２０年以内
※所得連動返還を選択した場合は、卒

業後の所得に応じて変動

返還期間

上限３％（在学中は無利子）

無 利 子返還利率
（令和５年３月貸与終了者）

利率固定
０．９０５％

利率見直し
０．３００％

無利子奨学金の貸与基準を満たす希望者全員に対する貸与の確実な実施
無利子奨学金:1,003億円（一般会計）



大学院生を対象とする特に優れた業績による返還免除制度
（平成16年度新規貸与者から適用）

〇目的・効果

我が国のあらゆる分野で活躍し、発展に貢献する中核的人材を育成するとともに、大学院進学のインセンティブを高めることにつながる。
〇対象

大学院（修士課程（専門職学位課程を含む）、博士課程）で無利子（第一種）奨学金の貸与を受けた者のうち、在学中に
特に優れた業績を挙げたと認められる者

〇免除される額

貸与を受けた学資金の全部又は一部
〇免除者の割合

大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生数のおおむね３割以下
〇優れた業績の項目

①学位論文その他の研究論文、②大学院設置基準第16条に定める特定の課題についての研究の成果
③大学院設置基準第16条の2に定める試験及び審査の結果、④著書、データベースその他の著作物、⑤発明、⑥授業科目の成績
⑦研究又は教育に係る補助業務の実績、⑧音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績、⑨スポーツの競技会における成績
⑩ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績、⑪その他機構が定める業績

●独立行政法人日本学生支援機構法
（学資貸与金の返還の条件等）

第十六条 機構は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生等のうち、在学中に特に優れた業績を挙げたと認められる者には、政令の定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を
免除することができる。

●独立行政法人日本学生支援機構法施行令
（特に優れた業績による学資貸与金の返還免除）

第八条
２ 前項の認定は、大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学⾧が学内選考委員会（機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関す
る事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。）の議に基づき推薦する者その他文部科学省令で定める者について、その専攻分野に関する論文その他の文
部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。

9



（参考）自治体における奨学金返還支援の取組
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教師になった者に対する返還支援の取組例

〇岐阜県教育委員会

〇山梨県教育委員会

対象:小学校教諭、中学校教諭 ４０名
金額:最大144万円（月額約1万7千円、採用後７年間）
要件:県内高校を卒業し、かつ大学等(県内、県外は問わない)に進学し、以下の要件を

満たす方
・日本学生支援機構の奨学金（第一種、第二種奨学金）を返還予定または返還
中の方

・本県の教職員採用試験に初めて合格する方
・本県教諭として就業し、合格の翌年度から７年経過するまでの間、
勤務予定の方（７年未満で退職した場合は返還）

対象:小学校教諭 ２０名程度
金額:卒業前２年間に貸与を受けた額以内
要件:・日本学生支援機構の奨学金（第一種奨学金、第二種奨学金）を返還予定又は

返還中の方
・教員選考検査を初めて受検する方（大学院生及び既卒者も、大学生時代を含め
初めて受検する方が対象）
・原則として教員選考検査を通過した翌年度の４月１日に本県の小学校教諭として
就業し、大学を卒業後１０年経過するまでの期間、勤務する予定の方

（出典）山梨県教育委員会HP

（出典）岐阜県教育委員会HP



３．教師を取り巻く課題について



教育課題の高度化・多様化
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学校が抱える様々な教育課題の状況

（出典）学校基本調査、通級による指導実施状況調査結果、日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

H1           R4

約1.5倍増加

特別支援学校に在籍する児童生徒数
（公立特別支援学校）

54，453 80，125

H13           R3

約2.6倍増加

日本語指導の必要な児童生徒数
（公立小中学校）

20，135 52，395

H1           R4

約4.3倍増加

特別支援学級に在籍する児童生徒数
（公立小中学校）

80，455 349，729

H5           R3

約14.8倍増加

通級による指導を受けている
児童生徒数（公立小中学校）

12，259 182，016

H3         R4

約4.4倍増加

不登校児童生徒数
（公立小中学校）

66，525 290，075

H9 R4

約3.8倍増加

暴力行為の発生割合
（公立小中学校）

10.7％ 40.2％

 AI，ビッグデータ，IoT等の技術革新、新型コロナウイルス感染症の流行、グローバル化の進展、少子化・人口減少などの社会の変化
 1人1台端末、高速大容量の通信ネットワークなど子供の学習環境の変化 など

これからの時代に必要な教育の姿
 個別最適な学びと協働的な学びの一体的充実、STEAM教育等の教科等横断的な学習の推進
 ICTの活用や教育データ利活用を通じた教育DXの推進、多様な担い手と学校との連携・協働の推進 など

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善

学校教育を巡る環境の変化



 令和４年度（令和３年度実施）における全体の競争率（採用倍率）は、3.7倍（平成３年度と同率で過去最低）で、前年度の3.8倍から減少。
（注：「全体」は小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、養護教諭、栄養教諭の合計）

 令和４年度（令和３年度実施）における小学校の競争率（採用倍率）は、2.5倍で、前年度の2.6倍から減少（過去最低）

・採用倍率が過去最高の12.5倍であった平成12年度に3,683人であった採用者数が、令和４年度においては16,152人と4倍以上増えた結果として、

採用倍率が2.5倍まで低下している。

・受験者数は40,636人で、令和３年度に比較して2,812人減少（うち新卒256人増加、既卒3,068人減少）。

（出典）文部科学省「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」
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総計 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）の推移

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）
（人） （倍

（年

競争率最高値（H12）

受験者数最高値（S54）

受験者数最低値（H4）

採用者数最低値（H12）
競争率最低値
（H3、R4）

採用者数最高値
（S55）
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小学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）の推移

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）
（人） （倍）

（年度）
採用者数最低値（H12）

競争率最低値（R4）

競争率最高値（H12）受験者数最高値（S55）

採用者数最高値（S54）

受験者数最低値
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公立学校教員採用選考試験の実施状況ー総計・小学校



 令和４年度（令和３年度実施）における中学校の競争率（採用倍率）は、4.7倍で、前年度の4.4倍から増加

・採用者数は、9,140人で、前年度に比較して909人減少

・受験者数は、42,587人で、前年度に比較して1,518人減少（うち新卒1,196人増加、既卒2,714人減少）

 令和４年度（令和３年度実施）における高等学校の競争率（採用倍率）は、5.4倍で、前年度の6.6倍から減少

・採用者数は、4,479人で、前年度に比較して523人増加

・受験者数は、23,991人で、前年度に比較して2,172人減少（うち新卒324人減少、既卒1,848人減少）

（出典）文部科学省「公立学校教員採用選考試験の実施状況について」
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中学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）の推移

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）
（人 （倍）

（年
採用者数最低値（H12）

競争率最低値（H3）

競争率最高値（H12）
受験者数最高値（S54）
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高等学校 受験者数・採用者数・競争率（採用倍率）の推移

受験者数 採用者数 採用倍率（右軸）
（人） （倍）

（年度）
採用者数最低値（H19）競争率最低値（S60）

競争率最高値（H19）

受験者数最高値（S54）

採用者数最高値（S60）

受験者数最低値（R4）
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公立学校教員採用選考試験の実施状況ー中学校・高等学校



令和３年度始業日時点2，558人（５月１日時点2，065人） ※小学校・中学校・高等学校・特別支援学校
令和４年度当初の状況:３年度に比べ「改善」６、「同程度」２２、「悪化」４０ ※各都道府県・指定都市教育委員会回答数
令和５年度当初の状況:４年度に比べ「改善」１１、「同程度」２８、「悪化」２９ ※各都道府県・指定都市教育委員会回答数

● 近年の大量退職に伴う大量採用により20-30代の教員が増加し、産休・育休取得教員が急
増。特別な支援を要する児童生徒の増加により、予め学級数の見込みを立てにくい特別支援学
級が増加。

※ 公立小中の産育休取得者 H24:15,067人 ⇒ R4:23,540人
※ 特別支援学級の数 H24:47,643学級 ⇒ R4:76,720学級（※小・中・義務教育学校）

※ 公立小中の臨時講師の数 H24:58,681人 ⇒ R4:68,159人（産休・育休代替教員、配偶者同行休業代替教員を含む。）

⇒ 臨時的任用教員（臨時講師）の需要が増加

● 臨時的任用教員は従来、教員採用選考に不合格となった者を多く任用していたが、採用枠の
拡大等に伴い、既卒受験者の正規教員としての採用が進み、臨時的任用教員のなり手が不足。

● 新規学卒での教員採用選考受験者は小学校で横ばい、中高で減少。
※ 新規学卒の受験者（小中高） H25:48,110人⇒R4:39,651

⇒ 臨時講師の供給不足

（出典:学校基本調査（産育休取得者、特支学級数）、文部科学省調べ（臨時講師数）、教員採用選考試験実施状況調査（新規学卒者数））
15

教師不足の状況

構造的要因

教師不足の現状と構造的要因



安定的な教師志望者の確保に向けて
○昭和20年代の「教師不足」

大学の教員養成学部等への進学を促進し、十分な数の正規の免許状を取得した教師を確保するため、教育職に従事した場
合の奨学金の返還免除を制度化

○現在の「教師不足」
 大量退職・大量採用等を背景とした、産育休取得教員の増加や、想定を上回る特別支援学級の増加に対応する

ための臨時講師の需要が拡大する一方、正規採用数の増加等による臨時講師の供給が減少

 新規学卒者の受験者は横ばい（小）・減少（中高）・・・若年層が教職に魅力を感じなくなっている可能性

教師の配置需要が拡大する一方、教員養成学部等への進学者も過少（定員割れ）であったことから、正規の免許状を持つ教師が不足し採用できず、
代用教員(臨時免許状・助教諭)が多く存在していた状況
ex) 新制大学教育学部では、入学志望者数が定員の60％、入学者数は定員の53％に留まった（1949年）。

緊急・臨時的な教師需要にも対応できる「なり手の厚み」の確保が必要

学校における働き方改革や処遇改善、学校の指導・運営体制の充実等の環境整備を進めることに加え、

①まずは、現在教職に就いていない免許保有者を発掘し、研修等を経て教師としての入職に繋げる

②さらに、教員免許状の取得や教員採用選考試験受験への誘因を創り出す

③より高度な専門性・実践性を備えた人材を養成することで、教師の質の向上を図り、教師が真に尊敬される

職業となり、高度専門職としての地位を確かなものにする 16
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○ 教師のなり手発掘のため、大学、PTA、民間企業等と連携・協働し、教師の仕事の価値ややりがいについて、地域社会全体に魅力を発信する取組及び、教員
免許保有者を始めとした新たな外部人材の学校現場への入職支援の実施にあたり必要となる事業実施費用、システム構築費等を支援。

○ 本事業を受ける教育委員会、外郭団体は、当地の教員養成を担う大学、PTA、民間企業等とともに、教職志望者を発掘、リスキリングのための研修等を担う。
また、学校現場への入職を希望する者に対し、例えば、以下のパターンでの入職を促す。
パターン(1):教員免許保有者の場合、入職のための事前研修を実施し、学校とマッチングし入職。

パターン(2):教員免許保有者で教職の経験がない場合、入職のための事前研修後、まず、非常勤のスタッフ等として学習指導に携わり、その後、適性を判断したうえで、臨時講師等として入職。

パターン(3):免許を保有していない者の場合、入職のための事前研修後、まず、非常勤のスタッフ等として学習指導に携わり、適性を判断した上で、臨時免許状や特別免許状を活用し入職。

○ 本事業を受ける教育委員会・外郭団体は以下の活動・業務を実施
 民間企業や大学、PTA等と連携・協働し、教職の魅力について広報・啓発
 広報活動等を通じ、元教師や企業等の退職者をはじめ、広く臨時講師等のなり手を募集
（アスリートやアーティスト等の多様な専門性を持つ人材を含む）
 民間企業等から期限付きでの学校現場派遣の可能性の把握・働きかけ
 学校現場への入職にあたり基礎的知識を身に付けるための研修コーディネート
 臨時講師・非常勤スタッフ等募集の学校側ニーズを集約および学校現場とのマッチング

大学・民間企業等と連携した教師人材の確保強化推進事業

背景・課題
【教師不足の状況】
・令和３年度始業日時点 2,558人（5月1日時点 2,065人）
・令和４年度当初の各都道府県・指定都市教育委員会の状況:

令和３年度に比べ、悪化40、同程度22、改善6
・令和５年度当初の各都道府県・指定都市教育委員会の状況:

令和４年度に比べ、悪化29、同程度28、改善11
（「教師不足」に関する実態調査（令和３年度）、文部科学省調べ）

【民間企業等出身者の割合】
・令和４年度教員採用選考試験における民間企業等勤務経験を有する者

の採用者に占める割合3.6％。
（令和４年度 教員採用選考試験の実施状況調査）

事業内容

５億円令和５年度補正予算額

○ 件数・単価等
・マッチングシステム構築補助 【事業規模】2,000万円 【件数】24箇所 【補助率】1/3
・広報発信・研修実施等事業費補助 【事業規模】1,710万円 【件数】47箇所 【補助率】1/3
・合同成果報告等実施経費補助 【事業規模】850万円 【件数】3箇所 【補助率】定額

○ 対象:教師の任命権を持つ都道府県・指定都市教育委員会、人事協議会および公益財団
法人などの外郭団体

事業スキームのイメージ（一例）

○ 各学校の実際の教員配置数が、各自治体が設定している学校に配置する予定の教員数（配当数）を
満たしていない「教師不足」については、令和3年度始業日時点で2,558人（5月1日時点:2,065
人）など大変憂慮すべき状況。
⇒現下の教師不足の解消のためには、採用選考受験者や管理職等の伝手に止まらない、新たな領域へ
踏み出して教師のなり手を開拓することが必要

○ また、昨年12月に出された中央教育審議会答申でも、学校教育が抱える様々な課題に対応し、質の高
い教育を実現するためには、教職員集団の多様性を高めることの重要性に指摘有り。
⇒民間企業や大学等の団体から学校現場への入職ルートを創出し、学校現場の多様性を確保。

新たな外部人材の入職スキームを創出、多様な教職員集団の実現

臨時講師等
として配置※適性を判断非常勤スタッフ

等として活動

公立
学校

学校現場との
マッチング

入職希望者 入職前の事前研修の実施

外郭団体

講師登録希望者の
システム管理

人材募集ニーズ登録

教師人材の発掘

民間企業
（地元企業）等 大学等

PTA等

教育委員会

入職希望者の
システム登録

教職の魅力発信

（担当:総合教育政策局 教育人材政策課）



※令和５年度までは実績、令和６年度以降は見通し
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令和４年度までは、「公立学校教員採用選考試験の実施状況」（文部科学省調べ）（出典）

令和５年度以降は、都道府県の積み上げ（初等中等教育局財務課調べ）

※養護教諭等を除く。

（令和５年度 文部科学省調べ）

小・中学校の採用者数の推移と見通し（平成26年度～令和12年度）

小中合計

小学校

中学校



公立学校教員採用試験における大学院卒採用者の状況
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〇 大学院卒として入職してくる教師の比率がいずれの学校種でも低下

【参考】教師の最終学歴の国際比較（修士レベル）
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4,080 
3,747 

4,004 
4,220 
4,344 

4,081 
3,976 

3,706 
3,557 

3,325 
3,304 
3,149 

3,069 
2,918 

2,955 
3,026 
2,993 

3,029 
3,163 

3,580 
3,507 

3,499 
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2,894 

2,429 
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61歳以上

59歳(2023年度退職)

57歳(2025年度退職)

55歳(2027年度退職)

53歳(2029年度退職)

51歳(2031年度退職)

49歳(2033年度退職)

47歳(2035年度退職)

45歳(2037年度退職)

43歳(2039年度退職)

41歳(2041年度退職)

39歳(2043年度退職)

37歳(2045年度退職)

35歳(2047年度退職)

33歳(2049年度退職)

31歳(2051年度退職)

29歳(2053年度退職)

27歳(2055年度退職)

25歳(2057年度退職)

23歳(2059年度退職)

21歳(2061年度退職)

小学校

中学校

高等学校

（出典）文部科学省調べ
（注１）令和4年5月1日現在で在職する正規教員の数（校⾧，副校⾧，教頭，主幹教諭，指導教諭，教諭，助教諭，講師（非常勤講師を除く。））
（注２）年齢は、令和4年度末時点

合計 平均年齢
【小学校】 336,767人 41.1歳
【中学校】 185,947人 41.9歳

合計 平均年齢
【高校】 134,312人 44.7歳
【合計】 657,026人 42.1歳

20

50歳以上
21.0万人
（32.0%）

20～29歳
11.0万人
（16.8%）

30～39歳
18.5万人
（28.2%）

40～49歳
15.1万人
（23.0%）

公立学校年齢別教員数（令和４年度）


